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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２８年１１月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２７年１０月４日 ２０時１５分ごろ 

発生場所 大阪府阪南
はんなん

港第２区 

 大阪府阪南港阪南２区北防波堤灯台から真方位１３５°６４０ｍ付

近 

 （概位 北緯３４°２９.１′ 東経１３５°２１.６′） 

事故の概要  瀬渡船第２山
やま

田
だ

丸は、南東進中、護岸に乗り揚げた。 

 第２山田丸は、船底キール部に破口等を生じた。 

事故調査の経過  平成２７年１０月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

瀬渡船 第２山田丸、１２トン 

 ２５０－１１４０５大阪、岸和田渡船株式会社 

 １１.９８ｍ（Lr）×４.３６ｍ×１.１３ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、４２３.００kＷ、昭和６０年６月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４２歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成１４年３月２５日 

免許証交付日 平成２４年１月３０日 

      （平成２９年３月２４日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底キール部に破口を伴う擦過傷等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約１.０～１.５ｍ、潮汐 高潮時 

 事故の経過  本船は、船長ほか１人が乗り組み、防波堤の釣り客を迎える目的

で、係留地である阪南港第１区の桟橋から出航し、同港第２区の南防

波堤で３人の釣り客を、北防波堤で４５人の釣り客をそれぞれ乗船さ

せて帰途についた。 

本船は、平成２７年１０月４日２０時１３分ごろ、大阪府阪南港阪

南２区北防波堤灯台の北東方において、岸和田第２号岸壁に山積みさ

れた材木を目標とし、手動操舵により南東進を開始した。 
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 本船は、約１２ノットの対地速力で阪南港第２区の埋め立て中の護

岸（以下「本件護岸」という。）にほぼ沿う態勢で航行中、風力３の

北北東風を受け、左舷船首方からの波しぶきが増し、船長が、左舷船

首部に座っていた釣り客（以下「本件釣り客」という。）に波しぶき

がかかり続けていたので、気になり様子を見守っていたところ、２０

時１５分ごろ本件護岸に乗り揚げた。 

船長は、本事故の発生を海上保安庁に通報し、釣り客は、僚船が収

容して係留地に戻った。 

本船は、翌日の満潮時を待ち、僚船の援助により離礁した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船、写真２ 波しぶきが

かかっていた釣り客の位置 参照） 

 その他の事項  本件護岸の頂部には、約４００～５００ｍの間隔で４個の黄色の簡

易標識灯が設置されていた。 

本船の喫水は、船首約０.６ｍ、船尾約１.２ｍであった。 

 船長は、本事故発生場所付近の航行経験が３００回以上あり、過去

に航行の危険を感じたことはなかった。 

船長は、周囲の防波堤を目視により、夜間には本件護岸の影を見て

船位を確認していたが、本事故時は、本件釣り客の様子を見守ってい

たので、本件護岸に向かう態勢となったことに気付かなかった。 

船長は、本件釣り客に波しぶきがかからないようにしようとして無

意識のうちに舵を右に取っていたのではないかと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、阪南港第２区において、本件護岸にほぼ沿う態勢で南東進

中、船長が、波しぶきがかかっている本件釣り客の様子に気を取ら

れ、前方の見張りを適切に行っていなかったことから、本件護岸に向

かう態勢となったことに気付かずに航行し、本件護岸に乗り揚げたも

のと考えられる。 

船長は、本事故当時、風力３の北北東の風を受けて左舷船首から波

しぶきがかかっていたこと、及び右転することにより波しぶきを抑え

ることができたと考えられることから、本件釣り客に波しぶきがかか

らないようにしようとして無意識のうちに舵を右に取っていた可能性

があると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、阪南港第２区において、本船が本件護岸にほぼ沿

う態勢で南東進中、船長が、波しぶきがかかっている本件釣り客の様

子に気を取られ、前方の見張りを適切に行っていなかったため、本件

護岸に向かう態勢となったことに気付かずに航行し、本件護岸に乗り

揚げたものと考えられる。 
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参考 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・常時適切な見張りを行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ 本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 波しぶきがかかっていた釣り客の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船長は、この付近に座っ

ていた釣り客に、波しぶ

きがかかり続けていたの

で、気になって様子を見

守っていた。 


